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  ○北海道後期高齢者医療広域連合職員の退職管理に関する規則 

 

制  定 平成 31年３月 28日規則第１号  

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第３８条の

２及び第６０条第４号から第６号までの規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 （離職前５年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者） 

第２条 法第３８条の２第１項及び第６０条第４号に規定する離職前５年間に在職していた地方公共

団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者（同項に規定す

る再就職者をいう。以下同じ。）が離職前５年間に就いていた職が廃止された場合における当該再

就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関等（同項

に規定する地方公共団体の執行機関の組織又は議会の事務局をいう。以下同じ。）（当該再就職者

が当該職に就いていた時に在職していた執行機関等を除く。）に属する職員とする。 

 （子法人） 

第３条 法第３８条の２第１項の国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第１０６条の２第１項

に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等（法第３８条の２第１項

に規定する営利企業等をいう。以下同じ。）が株主等（株主若しくは社員又は発起人その他の法人

の設立者をいう。）の議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権

を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法（平成１７年法律第８６号）第８

７９条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同

じ。）の総数の１００分の５０を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びそ

の子法人（法第３８条の２第１項に規定する子法人をいう。以下同じ。）又は一の営利企業等の子

法人が株主等の議決権の総数の１００分の５０を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企

業等の子法人とみなす。 

 （内部組織の長の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類

する者） 

第４条 法第３８条の２第４項及び第６０条第５号に規定する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１５８条第１項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職（以下この条に

おいて「内部組織の長の職」という。）に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の

組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の５年前の日より前

に就いていた内部組織の長の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長の職に

就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関等（当該再就職者が当該内

部組織の長の職に就いていた時に在職していた執行機関等を除く。）に属する職員とする。 

 （在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者） 

第５条 法第３８条の２第５項及び第６０条第６号に規定する在職していた地方公共団体の執行機関

の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止

された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員

が属する執行機関等（当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関等を除く。）

に属する職員とする。 

 （行政庁等への権利の行使等に類する場合） 

第６条 法第３８条の２第６項第２号の規則で定める場合は、行政手続法（平成５年法律第８８号）

第３６条の３第１項及び北海道後期高齢者医療広域連合行政手続条例（平成２０年北海道後期高齢

者医療広域連合条例第１号）第３４条の３第１項の規定による処分又は行政指導の求めを行う場合

とする。 

 （公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合） 

第７条 法第３８条の２第６項第６号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行

為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として広域連合長が定めるもの

を受ける契約に関する職務その他職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。 
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 （再就職者による依頼等の承認の手続） 

第８条 法第３８条の２第６項第６号の承認を得ようとする再就職者は、再就職者依頼等承認申請書

（様式１）を任命権者に提出して申請しなければならない。 

２ 任命権者は、前項の規定による申請があった場合において、同項の承認をすることとしたときは

再就職者依頼等承認書（様式２）により、同項の承認をしないこととしたときは再就職者依頼等不

承認書（様式３）により、同項の再就職者に通知するものとする。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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様式１（第８条関係） 

再就職者依頼等承認申請書 

 

年  月  日 

   （宛先）任命権者 

 

  広域連合の職務上の行為に関し依頼等を行うことについて、下記のとおり承認

の申請をします。 

 記 

 １ 申請者 

ふりがな 

氏名 

 

○印 

生年月日 

（年齢） 

年  月  日生 

（  歳） 

勤務先 

（営利企業等） 

名称（所属）  

所在地  

連絡先 TEL：         FAX： 

業務内容  

地位  

 

 ２ 離職時及び離職前の状況 

離職日      年  月  日 離職時の職  

離
職
前
５
年
間
（
※
）
の
在
職
状
況
等 

所属・職 在職期間 職務内容 

   年  月  日～  年  月  日  

   年  月  日～  年  月  日  

   年  月  日～  年  月  日  

   年  月  日～  年  月  日  

   年  月  日～  年  月  日  

   年  月  日～  年  月  日  

  ※ 申請者が事務局長の職に就いていた場合にあっては、事務局長の職に就い

た初日まで遡って記載すること。 
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 ３ 要求又は依頼をする事項と勤務先（営利企業等）との契約等の関係 

在職していた執行機関の組織等において自らが締結を決定した勤務先（営利企業等）又はその子法人との

契約に関する要求又は依頼 

□ 該当する 

□ 該当しない 

在職していた執行機関の組織等において自らが決定した勤務先（営利企業等）又はその子法人に対する処

分に関する要求又は依頼 

□ 該当する 

□ 該当しない 

 

 ４ 要求又は依頼の対象となる職員 

ふりがな 

氏名 

 

所属  職  

職務内容  

 

 ５ 要求又は依頼の対象となる契約等事務の内容 

□電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として広域連合長が定めるものを受ける契約に関

する職務に関するもの 

□その他職員の裁量の余地が少ない職務に関するもの 

 職務の内容及び職務に係る職員の裁量の程度 

 

 

□上記の２項目のいずれにも該当しない 

 

 ６ 要求又は依頼の具体的な内容 

 

 

 備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することが

できる。 
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様式２（第８条関係） 

年  月  日 

再就職者依頼等承認書 

 

        様 

任命権者  印 

 

  あなたが本広域連合の職務上の行為に関し依頼等を行うことについて、下記の

とおり承認します。 

 記 

 

勤務先（営利企業等）の名称

（所属） 

 

勤務先における地位（役職等）  

離職日    年   月   日 

離職時の職  

要求又は依頼の対象となる職員 氏名  

所属  

職  

要求又は依頼の対象となる契約

等事務の内容 

□電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として広域連合

長が定めるものを受ける契約に関する職務に関するもの 

□その他職員の裁量の余地が少ない職務に関するもの 

要求又は依頼の具体的な内容  

 

 備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することが

できる。 
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様式３（第８条関係） 

年  月  日 

再就職者依頼等不承認書 

 

        様 

任命権者  印 

 

  あなたが本広域連合の職務上の行為に関し依頼等を行うことについては、下記

のとおり不承認とします。 

 

 記 

 

勤務先（営利企業等）の名称

（所属） 

 

勤務先における地位（役職等）  

離職日    年   月   日 

離職時の職  

不承認の理由  

 

 備考 

  １ この処分に係る審査請求及び取消訴訟の提起に関する事項の教示文につい

て記載すること。 

  ２ この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することが

できる。 

 

 


